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亀亀亀亀のののの井井井井バスバスバスバス株式会社株式会社株式会社株式会社



　弊社では、『最も優先されるのは「お客様の安全」である』ことを肝に銘じ、輸送の安全

に関し、以下の取り組みを行っています。

１１１１．．．．輸送輸送輸送輸送のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針

　私たちは、西鉄グループの企業理念において「安全の確保」を第一の使命としています。

　私たち一人ひとりが、自らの責任と役割を自覚し、お客様からの信頼に応え、社会的責務

を果たしてまいります。

　　（１）安全を何より最優先する組織･風土の構築

　　（２）安全マネジメント体制の確立と継続的改善

　  （３）安全を支える従業員の能力向上と健康の確保

　  （４）お客様の安全を第一に考えた商品･サービスの提供

　  （５）お客様との安全に関するコミュニケーションの推進

　  （６）基本方針に基づく施策の確実な実施と法令の遵守

　以上の方針に基づき、「安全の確保」に向けた不断の努力を重ねてまいります。

２２２２．．．．輸送輸送輸送輸送のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする目標及目標及目標及目標及びびびび当該目標当該目標当該目標当該目標のののの達成状況達成状況達成状況達成状況

　平成２２年度については、

　（１）有責事故の減少　　５０％の減   

　　　　・乗客負傷事故の減少

　　　　・静止物接触事故の減少

　　　　・乗用車接触事故の減少

　（２）自動車事故報告規則第２条に基づく有責事故の絶無　　１００％の減

　　　　を目標として設定していましたが、

（１）　　４．０％の減　　となりました

　　　　　　（２）　　目標達成には至りませんでした

　これらの結果を踏まえ、平成２３年度は下記目標を設定し、目標達成に向け取り組んで

　まいります。

　（１）有責事故の減少　　　　平成２０年度比　５０％の減

　　　　・乗客負傷事故の減少

　　　　・静止物接触事故の減少

　　　　・諸車接触事故の減少

　（２）自動車事故報告規則第２条に基づく有責事故の絶無　　１００％の減

　（３）横断歩道上の事故の根絶



３３３３．．．．事故事故事故事故にににに関関関関するするするする統計統計統計統計

事故件数（平成２２年度）

件　数

車両人身事故 ０件

乗客負傷事故 ２件

合　計 ２件

※上記は自動車事故報告規則第２条に基づく件数です。

４４４４．．．．安全管理規程安全管理規程安全管理規程安全管理規程

　別紙１「安全管理規程」参照

５５５５．．．．輸送輸送輸送輸送のののの安全安全安全安全のためにのためにのためにのために講講講講じたじたじたじた措置措置措置措置およびおよびおよびおよび講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする措置措置措置措置

　平成22年度は、以下の重点施策を設定し、様々な取り組みを行いました。

　　（１）事故分析結果を活かした指導・教育の実施

　　　　・事故図面による注意箇所、および事故原因の周知徹底

　　（２）事故情報の共有化・活用

　　　　・ドライブレコーダーによる重大事故映像の迅速な情報提供および共有化

　　　　・「事故防止研修会」等西鉄グループで開催される様々な研修会に積極的

　　　　　　に参加

　　（３）安全意識のさらなる向上

　　　　・個人面談等による安全に対する指導、教育の実施

　　　　・小集団活動グループ毎に100日連続無事故達成表彰を行う

　平成２３年度の重点施策として下記項目を設定し、事故防止に努めてまいります。

　（１）完全輸送運動のさらなる活性化

・グループ討議の推進

・ヒヤリハット情報の活用

・改善提案の活用

　（２）事故分析結果を活かした指導・教育の実施

　（３）安全意識のさらなる向上



６６６６．．．．輸送輸送輸送輸送のののの安全安全安全安全にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの伝達体制伝達体制伝達体制伝達体制そのそのそのその他他他他のののの組織体制組織体制組織体制組織体制

　別紙２　「西鉄グループにおける自動車部門安全マネジメント体制」　参照

　別紙３　「組織体制および指揮命令系統図」　参照

７７７７．．．．輸送輸送輸送輸送のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする教育教育教育教育およびおよびおよびおよび研修研修研修研修のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

　西鉄グループ及びそれ以外で開催される研修会や各種会議等に対し、運転士・運行管理

　者別に積極的に参加し、各人及び会社としてスキルアップをはかるとともに、安全意識

　の向上をはかっています。

　　　西鉄グループでの研修会・各種会議の参加状況

事故防止・飲酒運転防止対策会議 毎月

バス専門部会 4月・10月

西鉄バスグループ安全推進大会 12月・3月 

事故防止・飲酒運転防止研修会 4月・7月・9月・2月

自動車事業本部全体役付会議 7月

８８８８．．．．内部監査結果内部監査結果内部監査結果内部監査結果ならびにならびにならびにならびに講講講講じたじたじたじた措置措置措置措置およびおよびおよびおよび講講講講じようとするじようとするじようとするじようとする措置措置措置措置

　平成２２年度においては「安全監査実施規定」に基づき、平成２３年３月に内部

監査を実施しました。

　その結果、文書管理に不充分な箇所がありました。

　引き続き、改善に努めるとともに、本年度以降も内部監査を継続実施します。

９９９９．．．．安全統括管理者安全統括管理者安全統括管理者安全統括管理者

　取締役　バス事業本部長



別紙別紙別紙別紙１１１１　「　「　「　「安全管理規程安全管理規程安全管理規程安全管理規程」」」」

第第第第１１１１章章章章　　　　総則総則総則総則

（目的等）

第１条　この安全管理規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)

　　　　第２２条の２第２項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき運営

　　　　の方針、事業の実施及び管理の体制、方法を定めることにより、安全管理体制を確

　　　　立し、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

　　２　輸送の安全の確保については本規程のほか、関係法令及び関連規定に定める。

第第第第２２２２章章章章　　　　輸送輸送輸送輸送のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針等方針等方針等方針等

（輸送の安全に関する基本的な方針）

第２条　社長及び自動車担当役員(以下「社長等」という。)は、輸送の安全の確保が最も重

　　　　要であることを深く認識し、事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、安全

　　　　に関する基本方針を次のとおり定める。

　　　「西鉄グループ 安全に関する基本方針」

　　　　私たちは、西鉄グループ企業理念において「安全の確保」を第一の使命としていま

　　　　す。私たち一人ひとりが、自らの責任と役割を自覚し、お客様からの信頼に応え、

　　　　社会的責任を果たしてまいります。

　　　　（１）安全を何より最優先する組織･風土の構築

　　　　（２）安全マネジメント体制の確立と継続的改善

　　　　（３）安全を支える従業員の能力向上と健康の確保

　　　　（４）お客様の安全を第一に考えた商品･サービスの提供

　　　　（５）お客様との安全に関するコミュニケーションの推進

　　　　（６）基本方針に基づく施策の確実な実施と法令の遵守

　　　　以上の方針に基づき、「安全の確保」に向けた不断の努力を重ねてまいります。

　　２　輸送の安全に関する基本方針に基づき以下の各号の内容を含む重点施策を作成する

　　　　ものとし、必要に応じて見直すものとする。

　　　　（１）輸送の安全確保が最も重要であることを認識し、関係法令、各種基準及び本

　　　　　　　規程に定められた事項をよく理解するとともにこれを遵守する。

　　　　（２）輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行う。

　　　　（３）輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。

　　　　（４）輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝

　　　　　　　達、共有する。

　　　　（５）輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的

　　　　　　　確に実施する。

　　３　輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善を確実に実施し、安全対策

　　　　を不断に見直すことにより、全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、

　　　　絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、

　　　　積極的に公表する。

　　４　管理の受委託に係る輸送の安全に関する方針については第１項に掲げる方針に基づ



　　　　くとともに、具体的方針を下記のとおり定める。

　　　　（１）運行状況等について連絡を緊密かつ正確に行うための連絡体制を確立し、受

　　　　　　　託側、委託側とも常に状況把握に努め、受託側は業務を適切に遂行できるよ

　　　　　　　う努める。

　　　　（２）委託側は輸送の安全を確保するため、受託側の社員に対して必要な教育又は

　　　　　　　研修を行うこととする。

　　　　（３）受託側、委託側とも輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況

　　　　　　　が適切かどうかを常に確認し必要な改善を行う。

　　　　（４）受託側、委託側とも輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、必要な情

　　　　　　　報を伝達共有するよう努める。

第第第第３３３３章章章章　　　　輸送輸送輸送輸送のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに関関関関するするするする管理管理管理管理のののの体制体制体制体制

（社長等の責務）

第３条　社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

　　２　社長等は、輸送の安全を確保するための管理の体制を整備するとともに、その方法

　　　　を定める。

　　３　社長等は、旅客自動車運送事業の遂行に際し、安全重点施策の策定を行うにあたり、

　　　　安全統括管理者、運行管理者その他必要な管理者・責任者に対し、安全が確保でき

　　　　るか、実現できるかの検証を行わせる。

　　４　社長等は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況を把握するとと

　　　　もに、必要な改善を行う。

　　５　社長は、安全統括管理者のその職務を行ううえでの意見を尊重する。

（組織）

第４条　次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の

　　　　安全を確保するための企業統治を的確に行う。

　　　　（１）安全統括管理者

　　　　（２）運行管理者

　　　　（３）整備管理者

　　　　（４）その他必要な責任者

　　２　前項の各管理者・責任者の選任・解任については、これを従業員に周知することに

　　　　より、輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にする。

　　３　各管理者・責任者は運行状況等について、必要な部署との連絡を緊密かつ正確に行

　　　　い、常に状況把握に努めると共に、業務を適切に遂行できるよう努める。

　　４　各管理者・責任者が病気・事故等によりその職務を遂行できないか、又は不在の場

　　　　合は、当該管理者の役職の次席に相当する者が臨時にその職務を代行する。



（安全統括管理者の選任及び解任）

第５条　安全統括管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）第

　　　　４７条の５で定める要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有

　　　　する者の中から選任する。

　　２　安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者

　　　　を解任する。

　　　　（１）人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。

　　　　（２）国土交通大臣の解任命令が出されたとき

　　　　（３）身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難に

　　　　　　　なったとき。

　　　　（４）関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行う

　　　　　　　ことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

（安全統括管理者の責務）

第６条　安全統括管理者は、輸送の安全に確保に関し、次に掲げる責務を有する。

　　　　（１）従業員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であること

　　　　　　　の認識を徹底する。

　　　　（２）実施及び管理の体制を確立、維持する。

　　　　（３）方針、重点施策、目標及び計画を実施する。

　　　　（４）報告体制を構築し、従業員に対し周知を図る。

　　　　（５）輸送の安全の確保の状況について、定期的かつ必要に応じて内部監査を行い、

　　　　　　　社長に報告する。

　　　　（６）社長に対し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じる。

　　　　（７）運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。

　　　　（８）整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理する。

　　　　（９）従業員に対し必要な教育又は研修を行う

　　　　（10）その他統括管理を行う

第第第第４４４４章章章章　　　　輸送輸送輸送輸送のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに関関関関するするするする管理管理管理管理のののの方法方法方法方法

（重点施策の実施）

第７条　輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、目標を達成すべく計画に従い、重点施

　　　　策を確実に実施する。

（事故防止対策の検討及び情報の共有）

第８条　安全統括管理者は安全性を損なうような事態を発見した場合は、看過したり、隠蔽

　　　　したりせず、直ちに関係各所に連絡するとともに、事故防止対策の検討を行うもの

　　　　とする。

　　２　社長等と各部署との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関す

　　　　る情報が適時適切に伝達され、共有されるように努める。各部門の従業員は、輸送

　　　　の安全確保に関し、相互の必要な情報を伝達共有しなければならない。

（事故、災害等に関する報告及び対応）



第９条　事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制を確

　　　　立し、報告事項が安全統括管理者、社長又は必要な部署に的確かつ速やかに伝達さ

　　　　れるように努める。

　　２　従業員は、事故・災害等に対する責任者、対応方法その他必要な事項を理解し、事

　　　　故・災害等が発生した場合は、必要な対応をとらなければならない。

　　３　安全統括管理者は、報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した場合の

　　　　対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

　　４　自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）に定められた事故・災害等

　　　　が発生した場合は、報告規則に基づき国土交通大臣へ必要な報告書又は届出を行う。

（教育及び研修）

第10条　安全統括管理者は、輸送の安全に関する管理体制の維持及び改善に必要な教育、研

　　　　修に関する計画を定め実施する。

（内部監査）

第11条　安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、輸

　　　　送の安全に関する実施状況等を点検するため、内部監査を実施する。また、重大事

　　　　故が発生した場合など必要と認められる時は、緊急に内部監査を行うものとする。

　　２　安全統括管理者は、内部監査終了後、その結果（改善すべき事項が認められた場合

　　　　はその内容も）を速やかに社長に報告するとともに、必要に応じ安全の確保のため

　　　　に、必要な方策を検討し、緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

（情報の公開）

第12条　安全の輸送に関する施策、事故・災害等に関する情報、重大事故情報その他輸送の

　　　　安全に関する情報については、毎年度これをとりまとめ「安全報告書」として外部

　　　　に対し公表する。

　　２　運輸規則第４７条の７に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況につい

　　　　て国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

（記録の管理等）

第13条　輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡

　　　　体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長等に報

　　　　告した是正措置又は予防措置を記録し保存する。保存する書類、保存期間について

　　　　は別に定めるものとする。

（規程の見直し）

第14条　本規程は、関係法令の改正及び業務の実態に応じ、適時適切に見直しを行う。



附附附附　　　　　　　　則則則則

この規程は、平成１９年　３月　１日から実施する。

平成２０年　６月２０日、一部改正



別紙別紙別紙別紙２２２２　「　「　「　「西鉄西鉄西鉄西鉄グループにおけるグループにおけるグループにおけるグループにおける自動車部門安全自動車部門安全自動車部門安全自動車部門安全マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント体制体制体制体制」」」」

(当社はここに該当)

西鉄西鉄西鉄西鉄グループグループグループグループ　　　　安全安全安全安全マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント委員会委員会委員会委員会

総合安全部会 建物部会 運輸部会運輸部会運輸部会運輸部会 食品部会

鉄道専門部会 船舶専門部会 貨物専門部会バスバスバスバス専門部会専門部会専門部会専門部会 タクシー専門部会

自動車事業本部自動車事業本部自動車事業本部自動車事業本部 グループバス会社自動車事業本部自動車事業本部自動車事業本部自動車事業本部 グループバス会社

部長会議部長会議部長会議部長会議

課長会議課長会議課長会議課長会議

完輸地区委員会完輸地区委員会完輸地区委員会完輸地区委員会

運行管理者会議運行管理者会議運行管理者会議運行管理者会議

勤務担当者会議勤務担当者会議勤務担当者会議勤務担当者会議

幹幹幹幹 部部部部 会会会会

幹幹幹幹 事事事事 会会会会

業務常会業務常会業務常会業務常会

主主主主

管管管管

会会会会

議議議議

本 社 主管・営業所

主管長連絡会議主管長連絡会議主管長連絡会議主管長連絡会議



別紙別紙別紙別紙３３３３　「　「　「　「組織体制組織体制組織体制組織体制およびおよびおよびおよび指揮命令系統図指揮命令系統図指揮命令系統図指揮命令系統図」」」」

整整整整

備備備備

管管管管

理理理理

者者者者

整備部整備部整備部整備部

整整整整

備備備備

課課課課

長長長長

総務部総務部総務部総務部

取締役 取締役 取締役 取締役 バスバスバスバス事業本部長事業本部長事業本部長事業本部長

（（（（安全統括管理者安全統括管理者安全統括管理者安全統括管理者））））

乗合事業部乗合事業部乗合事業部乗合事業部

乗乗乗乗

合合合合

課課課課

長長長長

貸切事業部長貸切事業部長貸切事業部長貸切事業部長

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　社長社長社長社長

運運運運

行行行行

課課課課

長長長長

総総総総

務務務務

課課課課

長長長長

経経経経

理理理理

課課課課

長長長長

旅旅旅旅

行行行行

セセセセ

ンンンン

タタタタ

ーーーー

所所所所

長長長長

別府営業所長別府営業所長別府営業所長別府営業所長

貸貸貸貸

切切切切

課課課課

長長長長



別紙別紙別紙別紙４４４４　「　「　「　「指揮命令系統図指揮命令系統図指揮命令系統図指揮命令系統図」」」」

※※※※直近直近直近直近のののの連絡相手不在連絡相手不在連絡相手不在連絡相手不在のののの場合場合場合場合はははは、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにその上位上位上位上位のののの者者者者にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。

別府営業所別府営業所別府営業所別府営業所

((((統括運行管理者統括運行管理者統括運行管理者統括運行管理者))))

乗乗乗乗 務務務務 員員員員

別府営業所別府営業所別府営業所別府営業所

運行管理者運行管理者運行管理者運行管理者

医療機関医療機関医療機関医療機関

別府営業所別府営業所別府営業所別府営業所

((((整備管理者整備管理者整備管理者整備管理者))))

整整整整 備備備備 部部部部

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役

((((安全統括管理者安全統括管理者安全統括管理者安全統括管理者))))

所所所所 轄轄轄轄 署署署署

乗乗乗乗 合合合合 課課課課

課課課課 長長長長

大分運輸支局大分運輸支局大分運輸支局大分運輸支局

西鉄安全推進課西鉄安全推進課西鉄安全推進課西鉄安全推進課 バスバスバスバス事業本部事業本部事業本部事業本部 総務部課長総務部課長総務部課長総務部課長

報道機関報道機関報道機関報道機関



別紙別紙別紙別紙５５５５　「　「　「　「事故災害時事故災害時事故災害時事故災害時のののの連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制」」」」

社 長 等

業務部 計画部

計画部長

技術部 広報室

広報室長

自動車事業本部

西日本鉄道

業務部長

安全統括管理者

自動車事業本部長

技術部長

計画課長安全推進課長

広報室長技術部長

技術課長 広報課長

社 長

亀の井バス

(対外報告)

(対外報告)

運輸局

(対外報告)

乗 務 員

統括運行管理者

営業所長

整備管理者

運行管理者

総務部課長

運行課長

安全統括管理者

バス事業本部長

乗合課長


